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新市の南西部から新「本庄市」の市街地を望む（手前は旧児玉町市街地）

　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

ま
す
ま
す
ご
健
勝
の
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
１
月
10
日
に
本
庄
市
と

児
玉
町
が
合
併
し
、
人
口
約
８
万

３
千
人
の
新
「
本
庄
市
」
が
誕
生

い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
市

と
町
が
歩
ん
で
き
た
長
い
歴
史
が
、

こ
こ
に
ひ
と
つ
に
な
り
、
新
た
な

時
代
が
始
ま
り
ま
し
た
。
合
併
に

平
成
18
年
１
月
10
日
、
新
「
本
庄
市
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
全
国
で
平
成
の
大
合
併
が
行

わ
れ
る
な
か
、
本
庄
市
と
児
玉
町
が
合
併
し
て
生
ま
れ
た
、
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
「
本
庄

市
」
が
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。
１
月
10
日
に
は
、
市
役
所
本
庁
舎
玄
関
前
で

開
庁
式
が
、
児
玉
総
合
支
所
で
は
開
所
式
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
、
木
村
登
志
男
本
庄
市
長

職
務
執
行
者
が
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
を
し
て
新
市
の
業
務
が
始
ま
り
ま
し
た
。

至
る
ま
で
の
市
民
の
皆
様
を
は
じ

め
と
す
る
関
係
各
位
の
ご
理
解
、

ご
協
力
に
対
し
ま
し
て
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
、
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く

状
況
は
極
め
て
厳
し
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
国
の
「
三
位
一
体
の
改

革
」
な
ど
の
行
財
政
改
革
を
は
じ

め
、
少
子
高
齢
化
や
地
球
規
模
で

の
環
境
問
題
な
ど
、
地
方
の
行
財

政
運
営
に
も
大
き
な
影
響
が
及
ん

で
い
る
状
況
の
な
か
、
行
政
基
盤

の
強
化
や
行
財
政
改
革
を
進
め
、

高
度
・
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ

に
迅
速
か
つ
的
確
に
応
え
る
た
め
、

市
町
村
合
併
の
推
進
は
大
変
重
要

で
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
本
庄
市
と

児
玉
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
併
の
可

能
性
を
模
索
し
て
行
く
中
で
、
１

市
１
町
で
の
合
併
協
議
が
整
い
、

こ
の
た
び
の
新
「
本
庄
市
」
の
ス

タ
ー
ト
と
な
っ
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。
両
市
町
の
歴
史
や
伝
統
、
文

化
を
尊
重
し
つ
つ
、
水
や
緑
な
ど

恵
ま
れ
た
自
然
環
境
及
び
豊
か
な

人
材
や
様
々
な
資
源
を
活
用
し
て
、

今
後
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

新
市
誕
生
に
あ
た
り
、
皆
様
の

ご
健
勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
と

と
も
に
、
新
市
の
発
展
に
向
け
て
、

さ
ら
な
る
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、

ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

本庄市長職務執行者
木村　登志男
（旧児玉町長）

新
市
誕
生
に
あ
た
っ
て
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合併までの経緯

第１回合併協議会（H17/１/24)

合併協定調印式（H17/３/21)

県知事へ合併の申請書を提出
（H17/３/29)

児玉町合併50周年記念式典・閉町式
（H17/12/23)

本庄市旗降納式（閉庁式）
（H18/１/６)

新「本庄市」の開庁式（本庁舎）
（H18/１/10)

年　月　日 内　　　　　　　容

平成17年
１月13日

児玉町が本庄市に合併を申し入れる。児玉町
に対して協議開始の回答

１月20日 本庄市・児玉町で臨時議会を開催。法定協議
会設置の議案を可決。「本庄市・児玉町合併
協議会（法定協議会）」発足

１月21日 埼玉県知事へ重点支援地域の要望を行う

１月24日 合併重点支援地域に指定、第１回協議会にお
いて、基本４項目及び議員の取扱いを承認。
新市の名称が「本庄市」に決定。合併の期日
を平成18年１月10日とすることを承認

１月28日 第２回協議会において、新市建設計画を除く
協定項目を確認

２月４日 第３回協議会において、「新市建設計画」を
承認。 県に対して事前協議を開始

３月３日 第４回協議会において、「新市建設計画」を
協議。県に対して本協議を開始

３月21日 第５回協議会において、「新市建設計画」を確
認、全ての協定項目を確認、合併協定書調印

３月24日 本庄市議会及び児玉町議会で合併関連議案を
可決

３月29日 埼玉県知事へ廃置分合の申請書を提出

６月13日 第６回協議会

７月８日 廃置分合に係る埼玉県議会の議決

７月22日 埼玉県知事による廃置分合の決定

８月24日 総務大臣告示（合併が正式に決定）

９月２日 第７回協議会

12月12日 第８回協議会、市長職務執行者決定。

12月13日 本庄市・児玉町の12月定例議会で、合併協議
会廃止の議案を可決

12月14日 本庄市・児玉町合併協議会の廃止に関する協
議書を締結

12月15日 本庄市・児玉町で協議会の廃止を告示

12月22日 埼玉県知事へ協議会廃止届けを提出

平成18年
１月９日 本庄市・児玉町合併協議会廃止

１月10日 新「本庄市」誕生

総務大臣告示
（官報）
（H17/ ８/24）


